
教育委員会定例会



会 議 日程
日 時 平成28年 2月 9日 (火) 午後 3時00分

場 所 教育長室

1 開会

2 前回議事録の承認

3 教育長及び委員の報告

4 議事

(1)議案第24号 鹿屋市生涯学習の振興及び推進体制等の整備に関する条例の-

部改正について (P 2)

(2)議案第25号 平成27年度鹿屋市一般会計補正予算 (第 6号) に係る意見の申

出について (P 5)

5 報告

(1)鹿屋市社会教育委員の会議からの答申について (P 6)

(2)鹿屋市スポーツ推進計画策定に係る意見聴取について (P 7)

6 動議の討論等

7 その他

8 閉会
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議案第24号

鹿屋市生涯学習の振興及び推進体制等の整備に関する条例の一部改正につい

て

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成18年鹿屋市教育委員会規則第

2号)第10条の規定に基づき、別紙のとおり会議に付議する。

平成28年 2月 9日提出

鹿屋市教育委員会

教育長 中野 健作

(別 紙)

(提案理由)

地区の生涯学習を推進する主体の多様化に対応するため、所要の規定を整備した

いので本案を提出するものである。
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【本議案は非公開】
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議案第25号

平成27年度鹿屋市一般会計補正予算 (第 6号) に係る意見の申出について

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則 (平成18年鹿屋市教育委員会規則第

2号)第10条の規定に基づき、別紙のとおり会議に付議する。

平成28年 2月 9日提出

鹿屋市教育委員会

教育長 中野 健作

例一 紙)

(提案理由)

平成27年度鹿屋市一般会計補正予算 (第 6号) のうち教育委員会の所管に係る分

について、市長に意見を申し出ようとするものである。
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【本議案は非公開】
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報告 (1)

鹿屋市社会教育委員の会議からの答申にについて

【本報告は非公開】



報告 (2)

鹿屋市スポーツ推進計画策定に係る意見聴取について

第一 紙)
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鹿屋市スポーツ推進計画の策定 (改定) について

1 計画の位置づけ
スポーツ基本法第 10 条「地方公共団体が定めるスポーツの推進に関する計画」及び教育基本

法第 17条第 2項に基づく、「地方公共団体における教育の振興のための計画」とする。

2 教育委員会への意見聴取
スポーツ基本法第 lo条第 2項に基づき、教育委員会の意見を聴取するもの。

3 改正理由
○現行計画では「概ね中間時期に計画の見直しを行う」とされていること。
また、平成 27年度以降の成果指標が定められていないこと。

○現行計画の前期実績による成果や現状等の検証を行うとともに、計画に掲げられた政策につい
て、必要な見直しを行う必要があること。

○平成 23年に、スポーツ振興法がスポーツ基本法に全部改正された。スポーツ立国を目指し
スポーツの効果やスポーツ施策の理念等が改められたこと。

○平成 24年に、スポーツ基本法に基づき、地方自治体が計画を策定する上で指針となるスポー
ツ基本計画が策定されたこと。

○平成 23年に、鹿児島国体の開催が決定 (鹿児島県国体準備委員会第 1回総会が開催) され、
鹿児島国体への対応が大きな政策課題となったこと。

4 策定イメージ
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3 計画の改正点
これまでの「鹿屋市スポーツ振興計画」を踏襲しつつ、スポーツ基本計画や鹿屋市教育大綱の

理念を踏まえ、下記のとおり「鹿屋市スポーツ推進計画」として改める。

旧計画

塵本理念コ

ー基本方針l

　　　　　　
メモでも

新計画

スポーツを通じて、幸福で豊かな生
活を営むことができる社会の実現

生涯にわたってスポーツを元気に
楽しめるまち

スポーツに挑戦する楽しみがある
まち

スポーツを通じて鹿屋の魅力・活
力・交流を楽しめるまち

スポーツ環境づくりの推進

生涯スポーツの推進

競技スポーツの推進

運動による健康づくりの推進

スポーツ交流の推進



鹿屋市スポーツ推進計画 (概要)

灘 1 現 状 ・背 景 獣歩; ; 観 バ ー蕊 尋紫 ・ 2 理 念 ・将 来 像

　　
　　
　　 　 　　　　

　

　
　 　 　　璽

1 解 細 *- - ・
闘

.,;
一

嶺 = ゼ.‐z ・ … 圃 = ぞ 誓 1 i ll - o e; . - -

薄
謝 〒罰 巨; z 盟 ‐ ‐ im ‐ 伽 ◎ = ▲

　　
　 　　 　

　 　　 　

P 生涯にわたってスポーツを元気に楽しめるまち スポーツに挑戦する楽しみがある スポーツを通じて、鹿屋の魅力・
まち 活力・交流を楽しめるまち

　　 　 　 　 　 　 　

6 基本方針・基本施策

1「涙沸騰璽離建霊園滋醒翻霧瞳国
　 　

①スポーツに親しむ機会の充実 ⑦乳」ノ,.『ー . ′ ①スポーツ教室の開催 は ①ジュニア選手の強化、育成 ① トップアスリートの自主トレ誘致

④スポーツ関係団体の支援 (学校体育充実、少年団活性化) ④ホームタウンスポーツの推進
⑤人材の育成 (指導者、ボランティア 等) 霞 ③就労、子育て期から中年期のスポ ③地域の特色となるスポーツイベン … ▲』, 函 9ネミギ翫h中充実 ⑤スポーツコミッションの確立
⑥スポーツ情報の提供 一ツの推進 卜の開催 i ◎スポーツによる国際交流の推進

y ⑦障害者スポーツの推進 (サボ…ト等) ¥ ④高齢者スポーツの推進 (ク□カン、マ 1iンスポーツ等)

璽 * 蚕糸躍進審議会J佳進委員) 琶『灘撮覇マ宝り前躍進等) ④地域スポーツの活性化 墓

墓 ⑨顕彰 (奨励金 ◎ ≧ ル .・計画】 ー (関 計画〕 , 【関連計画1
欝 【関連計画】 叢 [関連計画1 尋 ・鹿屋市健康づくり計画 , ・鹿屋市アスリート育成プラン 蔓 ・鹿屋市アスリート育成プラン
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